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平成２６年８月５日施行 

 

公金の債権管理回収業務に関する法令と実務 

 

東京弁護士会所属；弁護士 豊 田 泰 士 

  

１．債権管理の意義 

（１）はじめに 

   一般に，債権管理とは，『債権について，債権者として行うべき保全，

取立て，内容の変更及び消滅に関する事務をいう』とされています。地方

自治法に債権管理の定義は存在しないものの，国の債権の管理等に関する

法律２条２項には債権管理の定義について上記のような規定をしています。 

ただし，対象となる債権の発生の時点から理解しておかなければ，その

後に発生した債権を適切に管理することが出来ませんので，今回の研修に

おいては，債権発生に関する事項も取り扱います。 

 

（２）法令遵守      条文を読む癖をつける 

  債権管理の前提として，法令を遵守する必要があります（地方自治法２

条１６項、１７項 【資料４】参照条文集に掲載。以下の各条文も同様）。 

  そして，法令を遵守するためには，守るべき法令を理解する必要があり

ます。債権管理においては，民法，商法等の民事実体法，民事訴訟法，民

事保全法，民事執行法等の民事手続法，更には各種行政法規，条例等とい

った多岐にわたる法令についての理解が必要になります。 

  仮に，法令に違反した債権管理を行えば，責任を問われることにもなり

かねませんので，注意が必要です（２４２条１項（住民監査），２４２条

の２の１項（住民訴訟），地方公務員法３２条（法令等及び上司の職務上

の命令に従う義務），２９条（懲戒）等）。 

    

（３）公正かつ合理的・能率的な処理 

   法令を遵守すると同時に，公正かつ合理的・能率的な債権管理も必要と

なってきます（自治法２条１４項，１５項。） 

   地方自治法上の債権は金銭債権（地方自治法２４０条１項）になるとこ
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ろ，債権は当然に各地方公共団体の財産（同２３７条）ですので，債権管

理の目的の一番は勿論債権の「回収」です。 

   一方で，例えば数千円の少額な債権のために，数万円以上の費用を費や

して回収することは明らかに不合理です。また，将来的にも回収困難な債

権を長期間管理し続けることも管理コストの面から好ましくない場合が少

なからずあります。 

   その場合は，当該債権を管理対象から外す，すなわち債権放棄等を行う

ことで，合理的・能率的な債権管理を実現することができます。 

   ただ，現状では回収困難な債権について，債権放棄等の適切な手続を採

ることなく，単に「不納欠損」として会計上の処理だけを行い，事実上管

理の対象から外しているケースが散見されます。しかしながら，債権とし

て存在しながら，会計上は存在していないものとして扱うことは，法律と

会計の一致という大原則に反するものです。 

   したがって，管理対象から外す場合には，法律上，債権を消滅させた上

で，不納欠損処理を行わなければなりません。 

   簡単に述べると，『回収すべき債権は回収し，落
とすべき債権は法律上適切に落とす。』とい

う発想が重要になってきます。 

 

２．自治法上の債権（公債権と私債権） 

 

（１）自治法上の債権 

       金銭債権に限られる（自治法２４０条１項）。 

 

自治法上の債権の分類     大きく３つに分かれる 

   公債権  自治法２３１条の３第１項，自治法２３１条の３第３項 

     ①非強制徴収公債権   滞納処分による徴収不可  

     ②強制徴収公債権    滞納処分による徴収可 

   ③私債権 

 

（２）債権の発生  処分か契約かが大きな基準，でも一見、良く分からない 



 

- 3 -

 

１）公債権と私債権の発生原因 

   公債権・・・公法上の原因に基づいて発生 

          法令又は法令に基づく行政処分により発生 

   私債権・・・私法上の原因に基づいて発生する債権 

          契約，不法行為，事務管理，不当利得  

         ＊事務管理とは？ 

２）私債権の発生過程 

～貸付債権：文京区奨学資金貸付条例に基づく貸付を例に～  

   

ア．根拠法令 

   ・文京区奨学資金に関する条例（以下「貸付条例」という。） 

   ・文京区奨学資金に関する条例施行規則（以下「貸付規則」という。） 

 

イ．借受資格 

    貸付条例２条 

   

ウ．貸付けの手続き  

      ・申請（貸付条例５条）・・・申込 

      ・審査 

      ・貸付決定（貸付条例６条）  

      ・通知・・・承諾 

      ・借用書の提出（貸付規則８条） 

      ・金銭の交付・・・債権発生 

   ＊「申請」や「決定」という形式的な文言からは，行政処分のように思

えるものの，実体を分析すれば契約である。 

 

エ．法令の効力 

   （ア）法律や条令等の法令に基づいて発生するのではない。→相手方に

対して直接的な効力を有しない。 

（イ）内部的な拘束力を有する。 
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   （ウ）法定約款ないし附合約款として間接的な効力を有する。但し，相

手方に対し，その内容について充分な説明が必要。→借用書等に法

令を遵守する旨の誓約を入れる。 

     ＊借用書がない？ 

   

     

（３）公債権と私債権の区分 弁護士でも迷う・・・  

 

１）自治法の規定を手掛かりにして 

   

ア．地方税（２２３条） 

 

イ．自治法２３１条の３第３項 

  （ア） 分担金（２２４条），加入金（２２６条，２３８条の６），過料

（１４条３項，２２８条２項，３項等） 

      ただ，結局これらに分類されるか否かの判断が難しい・・・。 

  （イ） 法律に滞納処分できる規定がある。      

     下水道使用料（自治法附則６条３号），保育所保育料（児童福祉法

５６条１０項），国民健康保険料（国民健康保険法７９条の２），介

護保険料（介護保険法１４４条），道路占用料（道路法７３条３項） 

    ＊保育所保育料は強制徴収公債権であるが，延長保育料は特段の定め

がない限り原則として私債権になると考えられる。 

（ウ） 使用料（２２５条），手数料（２２７条），その他は法律の規定

がなければ非強制徴収公債権 

    

  ２）行政処分を手掛かりにして 

   

ア．契約(私債権）は申込と承諾により効力を生じる。これに対して，行政

処分は一方的な意思表示により効力を生じる。・・・対等な関係か，行

政庁に優越的な地位があるか 
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イ．基本的な法律関係は民事だが行政庁に特別な権限の付与をするときが

ある。 

ｃｆ．国の補助金交付は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する 

     法律」により行政処分 

 ｃｆ．文京区補助金等交付規則 

ｃｆ．大阪高判平１８．１１．８ 

  「地方公共団体のする補助金の支給（地方自治法２３２条の２）は，

本来私法上の贈与の性質を有するものというべきであり，そもそも

公権力の行使という性格は希薄である。これを公権力の行使と認め

るためには，補助金支給を申請することのできる地位に権利性を付

与したと認めるに足りる法令の規定が必要というべきである」 

                 

３）判例を手掛かりにして     最後は裁判所の判断 

   

ア．公営住宅 

    最判昭５９．１２．１３  

    ＊賃料債権自体の性質には直接触れてはいない。 

    ＊公債権でも，私債権でも時効期間は５年。 

但し，管理は異なる（例えば、時効期間経過後の処理。） 

   

イ．水道料金 

    最決平１５．１０．１０ 

    ＊判例による変更が顕著であった例 

   

ウ．公立病院の診察料 

    最判平１７．１１．２１  

     

  エ．公立高校の授業料 公立幼稚園の保育料 

    ｃｆ．最判昭５２．３．１５ ｃｆ．最判平１８．１１．２７  

    ＊最近の最高裁の流れからすると，民事的な発想が強いか。 
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  オ．何故判例が少ないのか 

    ＊訴えても裁判所は判断しない？ 

 

４）結論 

    当該債権が私債権であるか，公債権であるかは，根拠法令の目的，要

件，手続き，効果などを個別具体的に検討して判断するほかはないが，

概ね行政庁に特別の権限が付与されている場合は公債権ということにな

る。 

 

３．自治法、施行令等による債権管理 

 

（１）台帳の管理  

   ｃｆ．国の債権の管理等に関する法律１１条，同施行令１０条  

 

（２）ファイルの管理 

   ｃｆ．自治法９８条１項，１９９条１項 

   できれば債務者毎にまとめる管理が望ましい。  

    

（３）収納管理 

  １）歳入の調定及び納入の通知 

   ア 法令の確認 

     自治法２３１条，自治令１５４条 

     私債権，公債権ともに適用がある（地方税は地方税法に別途規定）。 

    

イ 調定 

      自治令１５４条１項    

      

ウ 納入の通知 

     自治令１５４条２項，３項 

        

２） 入金処理 

    ア 弁済充当 
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     弁済充当の指定 民４８８条～４９１条 

但し、納付書で指定されているケースが多いので，問題は少ない 

 

イ 完納した場合の処理 

        民４８７条 

       

   以下は何かしらのトラブルが発生した場合 

 すべき措置なのか，できる措置なのか，条文を丹念に読む！ 

   重要な条文数としては少ないので、何度も条文に当たる！！ 

 

（４）地方公共団体の長がなすべき措置 

  １）督促         出発点・督促を笑う者は督促に泣く 

     ア 法令の確認 

    (ア) 自治法２３１条の３第１項 

         ① 公債権のみに適用がある。 

     ② 個々の法令に規定があれば，そちらが優先的に適用になるが，本条

は，一般規定として総則的に適用になる。 

      ③ 地方税法については，地方税の督促の規定（６６条等）が適用

になる。 

    (イ) 自治法２４０条２項，自治令１７１条 

       私債権のみに適用がある。 

    

イ 督促する時期，督促の方法 

    (ア) 公債権 

     ① 自治法２３１条の３第１項に定めはない。 

        ② 地方税については，納期限後２０日以内に督促状を発すること

が必要である（地税法６６条等）。 

      

    (イ) 私債権 

         自治令１７１条に定めはない。 

       ＊電話による督促は要注意！ 

       ＊条例に特段方法の規定がない場合でも，到達年月日が分かる
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書面による督促が望ましい（私債権の場合，後述するように督

促の効力は債務者に到達しなければ発生せず，かつ，到達した

ことの立証責任は自治体側が負っている。公債権については特

例がある。）。 

       ＊最新の住所を把握する。 

       ＊督促後は管理台帳への記載を行う。できれば督促状の写しも

取っておく。 

 

ウ 指定すべき期限 

    (ア) 公債権 

     ① 自治法２３１条の３第１項に定めはない。 

     ② 地方税法の督促の規定にも定めはない。 

        

(イ) 私債権 

     ・自治令１７１条に定めはない。 

       

エ 督促の効力  大切 

    (ア) 滞納処分の前提 

強制徴収公債権については，督促が滞納処分の前提となる（自

治法２３１条の３第３項）。適法な督促なしに滞納処分に入れな

い。 

    (イ) 手数料，延滞金の徴収 

公債権については，条例で定めるところにより手数料，延滞金

を徴収できる（自治法２３１条の３第２項）。 

 

(ウ) 時効中断 

       公債権，私債権を問わず，自治体が有する債権については，督促

に絶対的な時効中断の効力がある（自治法２３６条４項）。 

但し，最初の督促のみ。 

    

オ 再督促（催告） 
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       （ア）自治法に規定無し 

    （イ）弁済を促すという事実上の効果を期待して行う。 

    （ウ）２回目以降の督促に民法１５３条の催告の効力はあるとするの

が判例である（最判昭４３．６．２７）。 

    （エ）次第に強い口調のものにしていく→単なる催告から最後通牒へ  

 

   カ 督促に反応があった場合 

     返済の意思がある場合は，納付交渉を行う。 

   （ア）納付交渉の重要性 

      履行を求め，あるいは，不履行の原因，納付意思の有無，収入状

況，負債状況，財産状況，生活状況を知る機会となり，債権管理を

進めていくうえで極めて重要である。  

   （イ）納付交渉の基本 

      期限内履行の厳守 

      法的措置を念頭においた対応 

      債務者側の状況の把握 

      できることとできないことの峻別 

   （ウ）納付交渉の進め方         

      面談が基本であり，電話はあくまでも補助的手段である。 

      節度ある対応，相手方の人格の尊重し，自尊心を傷つけないよう

配慮する。 

      個人情報の保護に充分に配慮する。 

      面談の内容は書面に残す【資料１】。 

      事前に面談カードを記入してもらうと便利である【資料２】。 

     （エ）弁済合意の可能性があるときの対応 

      分納の場合は履行延期の特約等の適用要件を説明する。 

      裏付資料の提出を求める。 

      不履行の場合に備え，税情報等の入手につき同意を得る【資料３】。 

      ｃｆ．地方税法２２条 

         税務課・収納課が応じるとは限らない点に留意する。 

     （オ）徴収困難であると判断されるときの対応 

   後述する徴収停止，債権放棄，免除の適用を検討する。 

      裏付資料の提出を求める。 

      生活の再建のためのアドバイスをし（破産申立，生活保護の申請
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等），弁護士会や法テラスでの法律相談を勧める。 

     キ 上記以外に督促に反応がない場合や反応があっても支払の意思がな

いような場合には，後述する法的措置を念頭においた対応をする。 

     ＊奨学金の場合で，親が勝手にやっただけで，僕は借りていない，と

言われたら？ 

 

  ２） 強制執行等 

   ア 法令の確認 

          自治法２４０条２項，自治令１７１条の２ 

   （ア）非強制徴収公債権と私債権のみに適用がある。 

   （イ）強制徴収公債権は，地方税の滞納処分の例による（自治法２３１

条の３第３項）。             

    

イ 「相当の期間」とは 

     債権の性質，取引の実態，時効期間の長短等を考慮して決すべきで

あるが，その認定が遅れて債権の完全な実現を阻害することのないよ

う配慮するべきである。一般的にはおおむね１年を限度とすべきであ

ろう（以上，松本英昭著「逐条地方自治法第４次改訂版」９２０頁）。 

           

ウ 法的手続きを採らなかったとき  危険！！ 

     職務懈怠→損害賠償を受けることもあり得る（自治法２４２条の２

の１項４号の「怠る事実」に該当する可能性がある。）。 

    ｃｆ．最判平１６．４．２３，最判平２１．４．２８ 

    ｃｆ．時効と怠る事実 東京高判平１３．２．２２（認容） 

    ｃｆ．怠る事実の違法確認 津地判平１７．２．２４（固定資産税の

延滞金徴収に係る案件につき認容），名古屋高判平１８．２１．

１９（不動産取得税の延滞金徴収に係る案件につき認容） 

    

エ 法的手続を採らなくてもよい場合とは 

   （ア）徴収停止の措置をとる場合 

   （イ）履行期限を延長する場合 

   （ウ）その他特別の事情がある場合 
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オ 法的手続の選択 

   （ア）訴訟提起，支払督促，調停，即決和解，強制執行等 

      専決の金額と訴訟物の価額 

   （イ）債務名義とは？ 

      強制執行に必要（民事執行法２２条） 

   （ウ）強制執行はお金がかかるだけで費用倒れなのか？ 

      ＊お金の話はこの後のコマの講義で詳しく。 

          

カ 保証人に対する督促 

      （ア）自治令１７１条の２第１号 

   （イ）督促の時期 「相当の期間」とは 

   （ウ）保証人への請求時期と権利の濫用 

     ｃｆ民法４４７条 

 

３） 履行期限の繰上げ～当然失期なのか請求失期なのか～ 

   ア 法令の確認 

          自治法２４０条２項，自治令１７１条の３ 

   （ア）公債権，私債権ともに適用がある。 

   （イ）但し，地方税，過料等には適用がない（自治法２４０条４項）。ま

た，自治法２３１条の３第１項により督促をした強制徴収公債権は同

条３項により滞納処分の例により処分することになるので，適用がな

い。地方税の場合は地税法１３条の２による。 

       

イ 繰上事由 

   （ア）法令・・・民１３７条，民９３０条等 

           但し、数は少ない。 

   （イ）契約・・・期限の利益の喪失約款 

           通常は各種個別条例等に定めがあるものの、非常に使

い勝手が悪い物が多い。例えば、奨学金などは特に不備

が影響する。 
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ウ 法的効果 

（ア）期限の利益を喪失させる。→弁済期到来 

   （イ）期限未到来部分について督促の効果発生 

    

エ 通知の方法 

   （ア）自治令１７１条の３に定めはない。 

   （イ）私債権については，到達しないと効力を生じないので（民９７条

１項），原則として内容証明郵便によるのが相当である。→支払い

がなければ訴訟提起する旨の最後通牒の役割としての効果もある。 

    

オ 繰上通知を要しない場合 

   （ア）自治令１７１条の６の第１項各号の一に該当するとき 

   （イ）その他特に支障があると認めるとき  

   

４）債権の申出 

   ア 法令の確認 

          自治法２４０条２項，自治令１７１条の４第１項 

（ア）公債権，私債権ともに適用がある。 

（イ）但し，地方税，過料等には適用がない（自治法２４０条４項）。 

    

イ 申出事由 

（ア）強制執行 民事執行法５１条 

（イ）破産手続開始 破産法１１１条１項 

（ウ）民事再生手続開始 民事再生法９４条１項 

（エ）その他 

    

ウ 内容 

  配当手続きに参加 

 

 エ 破産手続と免責 
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   手続廃止＝免責？ 

   免責＝債権消滅？ 

 

５） 債権の保全  

   ア 法令の確認 

          自治法２４０条２項，自治令１７１の４第２項 

（ア）公債権，私債権ともに適用がある。 

（イ）但し，地方税，過料等には適用がない（自治法２４０条４項）。ま

た，自治法２３１条の３第１項により督促をした強制徴収公債権は

同条３項により滞納処分の例により処分することになるので，適用

がない。 

    

イ 保全の方法 

（ア）担保提供 

   実際、なかなか実現は難しい。 

（イ）仮差押え，仮処分 

  事案によっては積極的な利用が求められる。 

  ＊実際の事例・・・預金は動かしやすい！ 

（ウ）その他の保全措置・・・債権者代位権（民４２３条），債権者取

消権（民４２４条），時効中断（民１４７条）等  

 

（５）地方公共団体の長がなすことのできる措置 

  １）徴収停止 

   ア 法令の確認 

          自治法２４０条３項，自治令１７１条の５ 

   非強制徴収公債権，私債権のみに適用がある。 

  

イ 適用要件 

  所在不明←基準定立が必要，特に少額の定義 

    

ウ 法的効果 
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（ア）内部的手続きであり，債務者との法律関係に影響はない。→時効

は進行する。 

（イ）徴収を停止した後の措置について自治法に規定がない。 

    ｃｆ．地税法１５条の７第４項 ３年継続で債権消滅 

      ｃｆ．江戸川区私債権管理条例  

徴収停止後１年経過すれば債権放棄可能となる 

   

  ２） 履行延期の特約等      分割払いを認める根拠 

   ア 法令の確認 

     自治法２４０条３項，自治令１７１条の６ 

   非強制徴収公債権，私債権のみに適用がある。 

  

イ 適用要件 

 （ア）１号 無資力の意味 

 （イ）２号 多重債務者の場合に適用になるか？ 

 （ウ）揃えるべき資料は？ 

  

ウ 延長する期間 

     特に定めなし ５年以内が相当 但し，奨学金等の特殊な例もある。 

     ｃｆ．国の債権の管理等に関する法律２５条 

    

エ 法的効果 

     期限の利益を付与→遅滞は解消 

     一方で、合意書には期限の利益の喪失条項を入れる。 

 

オ 納付誓約書との関係 

     実務慣行は違法な取扱いなのか？ 

    

カ 民法上の和解との関係 

     和解であれば，議会の議決が必要（自治法９６条１項１２号） 
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キ 債務名義の取得 

     公正証書に限られる。 

     ＊合意書で協力義務を入れる。 

    

ク 公営住宅の場合の特殊性 

     ＊明渡条項に注意 

     ＊即決和解は和解＝議決案件 

 

３）免除  

 ア 法令の確認 

      自治法２４０条３項，自治令１７１条の７ 

   私債権及び非強制徴収公債権のみ適用 

    

イ 適用要件 

 （ア）自治法９６条１項１０号 債権放棄と債権免除は同義  

 （イ）使えない規定だと思われる。 

         

（６）債権管理に関するその他の規定 

  １）送達 

    自治法２３１条の３の４項   公債権のみに適用 

    通常到達すべきときに送達があったものと推定される（地税法２０条

４項）。  

  ２）債権放棄 

自治法９６条１項１０号 

  ３）訴えの提起等 

    自治法９６条１項１２号 

    ｃｆ．自治法１８０条・・・各自治体の専決の金額は？ 

 

４．実務上の注意点 

（１）時効消滅は最大の恥～そのために時効制度の理解が必要不可欠～ 

１）時効の意義 

一定の事実状態が継続した場合に，その状態が真実の権利関係に合
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致するものか否かを問わずに，その事実状態を権利関係と認める制度 

２）時効期間 

   ア 公債権の時効期間→原則５年（自治法２３６条１項） 

イ 私債権の時効期間 

（ア）原則→１０年（民法１６７条１項） 

（イ）例外 

      民法の短期消滅時効や商事債権に注意！ 

     

  ３）時効の援用・放棄 

    民法１４５条，１４６条 

    自治法２３６条２項    私債権は適用なし。 

但し，公債権についても時効の中断の適用はあ

る（自治法２３６条３項） 

    ｃｆ．最判昭４６．１１．３０ 

     

４）時効の中断～１からやり直しに出来る～ 

    民法１５３条 

    自治法２３６条４項     私債権，公債権双方に適用 

                           督促は１回だけ。何回も繰り返してダメ。 

  ５）民法の準用  

    自治法２３６条３項 

   ア 時効の起算点 

       民法１６６条１項 権利を行使することができるときから進行する。 

              「権利を行使できるとき」とは，法律上の障害

がなくなったときをいう。 

   イ 時効の効力 

     民法１４４条 起算日にさかのぼる。 

    

ウ 時効の中断事由 

  民法１４７条 

（ア）請求  
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（イ）差押え，仮差押え，仮処分 

（ウ）承認 

債務者が債権者に対し，その債務が存在することを知っている旨

を表示すること。 

 

６）時効にかけないためには 

  滞納発生後に速やかに督促（保証人を含む）、訴訟提起、強制執行と

いう手順を踏めば、少なくとも当初の時効が完成する可能性は低いです。 

 

（２）債権管理に求められるもの 

   債権回収はスピードが重要な要素になります。 

   そのためには情報の一元化など、迅速かつ効率的な債権回収に向けた体

制作りが必要となり、回収困難な債権を落とすためには使い勝手の良い債

権管理条例の制定が必要です。 

一方で、債権回収は色々な法律が入り乱れており専門性が要求されます

し、そもそも本来業務が優先してしまう面があり、特に過年度分の回収業

務は疎かになりがちですので、専門部署を設置することも重要です。 

内部で全てに対処することが難しい場合には、弁護士会をはじめとした

専門家、民間会社との連携、外部委託を検討することも有益と思われます。

なお、弁護士会における具体的な取組みについてはこの後ご紹介します。 


